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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第96期

第１四半期
連結累計期間

第97期
第１四半期
連結累計期間

第96期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （百万円） 151,875 148,494 630,464

経常利益 （百万円） 627 577 4,226

四半期（当期）純利益 （百万円） 618 405 3,256

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,309 1,027 4,133

純資産額 （百万円） 67,065 70,298 69,212

総資産額 （百万円） 223,083 211,961 201,682

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 48.18 31.55 253.69

潜在株式調整後

１株当たり四半期（当期）

純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 30.0 33.1 34.3

　（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載

しておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

 

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価

証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日）におけるわが国経済は、政府による経済

政策や日本銀行による金融政策の効果から、企業収益の改善や設備投資の持ち直しが見られるなど、景気は緩やか

ながら回復いたしました。しかしながら、エネルギーコストの上昇や新興国経済の成長率鈍化による海外景気の下

振れリスクが懸念されるなど、引き続き先行き不透明な状況が続きました。

　食品流通業界におきましては、本年４月の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動や根強い消費者の節約志

向から厳しい環境が続いておりますが、一方で味、健康、また安全・安心を重視した高付加価値商品であれば高価

格でも購買するというような消費マインドの二極化が鮮明になっており、この多様化するニーズに対応した取り組

みがますます重要となってきております。

　このような状況のなか、当社グループは「コンプライアンス」と「安定収益の確保」を当期のミッションに掲

げ、健全な企業収益の基礎となるコンプライアンスの徹底と利益率の改善に注力することで、激変する環境下でも

安定収益が確保できる企業基盤の構築を目指してまいりました。

　また、営業力強化のため営業統括本部を新設し、同統括本部内に価値ある商品の発掘・提案を推進するための

「営業企画部」や、ギフト商品の事業拡大・強化のための「ギフト事業部」を新設するなど、ミッション達成のた

めの体制を整備いたしました。

 

当第１四半期連結累計期間の売上高は、コンビニエンスストアとの取引拡大があったものの、消費増税に伴う

駆け込み需要の反動等により、前年同期比較2.2％（33億81百万円）減少の1,484億94百万円となりました。

　営業利益は、低コスト運営の推進により経費圧縮に努めたものの、売上高減少や売上総利益率が低下したことに

より、前年同期比較5.9％（20百万円）減少の３億22百万円となりました。

　経常利益は、営業利益の減少に加え、有形固定資産の売却により不動産賃貸収入が減少したことなどにより、前

年同期比較8.0％（50百万円）減少の５億77百万円となりました。

　その結果、四半期純利益は、前年同期に特別利益に計上した固定資産売却益がなくなったことなどにより、前年

同期比較34.5％（２億13百万円）減少の４億５百万円となりました。

 

（２）財政状態

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は2,119億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ102億79百万円

の増加となりました。これは、季節変動要因により売上債権が40億７百万円、棚卸資産が19億54百万円、それぞれ

増加したことなどによるものであります。

　負債は、1,416億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ91億93百万円の増加となりました。これは、資産の

増加と同様の要因により、仕入債務が98億53百万円増加したことなどによるものであります。

　純資産は、702億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億85百万円の増加となりました。これは、利益剰

余金の増加に加え、株価の上昇によりその他有価証券評価差額金が６億12百万円増加したことなどによるものであ

ります。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月６日）

上場金融商品取引所名
または登録認可金融商
品取引業協会名

内容

普通株式    13,032,690    13,032,690
東京証券取引所

（市場第一部）

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら限

定のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は100

株であります。

計    13,032,690    13,032,690 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
 増減額

(百万円)

 資本準備金
 残高
 （百万円）

平成26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 13,032 － 4,923 － 7,161

 

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式   194,700 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式 12,834,300 128,343 －

単元未満株式  普通株式     3,690 － －

発行済株式総数          13,032,690 － －

総株主の議決権 － 128,343 －

 

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

伊藤忠食品株式会社
大阪市中央区城見

２－２－22
194,700 － 194,700 1.49

計 － 194,700 － 194,700 1.49

　（注） 当社の自己保有株式の所有株式数の合計（自己名義所有株式数のみ）は、当第１四半期会計期間末日現在

　　　　 194,800株であります。

 

 

２【役員の状況】

　　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,294 3,041

受取手形及び売掛金 78,642 82,649

商品及び製品 14,604 16,558

未収入金 21,260 22,106

関係会社預け金 35,900 38,903

その他 1,187 1,119

貸倒引当金 △239 △230

流動資産合計 155,650 164,147

固定資産   

有形固定資産 17,429 17,197

無形固定資産 1,068 1,038

投資その他の資産   

投資有価証券 16,805 17,745

退職給付に係る資産 307 1,100

その他 10,653 10,987

貸倒引当金 △232 △255

投資その他の資産合計 27,534 29,578

固定資産合計 46,031 47,814

資産合計 201,682 211,961

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 114,804 124,658

1年内返済予定の長期借入金 31 26

未払法人税等 666 29

賞与引当金 1,007 418

役員賞与引当金 66 19

その他 9,889 9,928

流動負債合計 126,467 135,081

固定負債   

長期借入金 138 133

役員退職慰労引当金 110 －

設備休止損失引当金 92 90

退職給付に係る負債 350 356

資産除去債務 452 423

その他 4,857 5,578

固定負債合計 6,002 6,581

負債合計 132,470 141,663
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,923 4,923

資本剰余金 7,162 7,162

利益剰余金 53,039 53,503

自己株式 △584 △584

株主資本合計 64,541 65,005

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,870 5,482

退職給付に係る調整累計額 △240 △229

その他の包括利益累計額合計 4,630 5,253

少数株主持分 40 40

純資産合計 69,212 70,298

負債純資産合計 201,682 211,961

 

EDINET提出書類

伊藤忠食品株式会社(E02931)

四半期報告書

 8/14



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 151,875 148,494

売上原価 144,122 141,095

売上総利益 7,753 7,398

販売費及び一般管理費 7,410 7,076

営業利益 342 322

営業外収益   

受取利息 34 42

受取配当金 157 164

不動産賃貸料 133 82

持分法による投資利益 12 6

その他 36 27

営業外収益合計 373 324

営業外費用   

支払利息 13 14

不動産賃貸費用 55 46

その他 19 8

営業外費用合計 88 69

経常利益 627 577

特別利益   

投資有価証券売却益 － 22

固定資産売却益 419 －

特別利益合計 419 22

特別損失   

減損損失 40 －

特別損失合計 40 －

税金等調整前四半期純利益 1,006 599

法人税、住民税及び事業税 79 16

法人税等調整額 308 178

法人税等合計 387 194

少数株主損益調整前四半期純利益 619 404

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純利益 618 405
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 619 404

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 688 610

退職給付に係る調整額 － 10

持分法適用会社に対する持分相当額 1 1

その他の包括利益合計 689 622

四半期包括利益 1,309 1,027

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,308 1,027

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間

に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率へ変更

しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が768百万円、利益剰余金が494百万円、それ

ぞれ増加しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

それぞれ３百万円減少しております。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

偶発債務

　下記の会社の仕入債務について保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

㈱宝来商店 216百万円 1,186百万円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成25年４月１日

至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成26年４月１日

至　平成26年６月30日）

減価償却費 494百万円 442百万円

のれんの償却額 14 14
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

 　　　　　　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月19日

定時株主総会
普通株式 436 34 平成25年３月31日 平成25年６月20日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

 　　　　　　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月17日

定時株主総会
普通株式 436 34 平成26年３月31日 平成26年６月18日 利益剰余金

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）及び

当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

当社及び連結子会社の報告セグメントは、食料品卸売事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏

しいため、記載を省略しております。

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 48円18銭 31円55銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 618 405

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 618 405

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,838 12,837

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎については、潜在株式が存在しないため、記載し

て　　　おりません。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  
 

  平成26年８月４日

伊藤忠食品株式会社   

取締役会　御中   

 

  有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中村　基夫　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 神谷　直巳　　印

 
 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている伊藤忠食品株

式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から

平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、伊藤忠食品株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。
 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
 

　（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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